
　

てないように感じました。

一般の会社への就労がなかなかできない障害者には、Ａ型は入所の

ハードルが低く、生活を支える賃金ももらえて魅力的に映ります。そ

ういう障害者の立場を悪用したと言えなくもありません。コンサルタ

ント会社が「高収益」と参入をあおった事実もあります。Ｂ型事業所

に通っていた聴覚障害者がハローワークの紹介で１０月から「しあわ

せの庭」で働き始め、１１月１６日には解雇されました。破綻の１か

月前でも新しい障害者を受け入れる「しあわせの庭」も問題ですが、

ハローワークなどの関係機関も事業所の状況を把握し、適切な対応を

とる必要があったと思います。

　福山市で就労継続支援Ａ型事業所の閉所が相次い

でいます。昨年１１月は「しあわせの庭」、１月は

「しあわせ工房」（２月末に閉所）と「ワークセン

ターのぞみ」（３月末で閉所）。３事業所で１５０

人以上の障害者が働く場を失います。福山だけでな

く、全国的にもＡ型事業所の閉所が頻発していま

す。その大きな原因は、昨年４月から、厚生労働省

が補助金の支給要件を厳しくしたからです。

　Ａ型は、障害者の賃金は事業で得た収益から支払

い、補助金は指導職員の人件費や事業運営の諸 こっち側も寒いよ

経費に当てることが決まりです。しかし、Ａ型の多くは収益の上がる事業ができず、補助金を障害者の賃金

に回していました。このような趣旨に合わない補助金の使い方が横行していて、昨年４月の厚生省の通達に

なりました。

　Ａ型は、雇用契約を結び、生産活動などを通して一般就職に必要な知識及び能力の向上のための訓練・支

援を行うことが目的の障害者の就労を支援する事業所です。障害者が受け取る賃金は最低賃金が保障される

のが大きな特徴です。２００６年の障害者自立支援法施行で、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型という

事業所が設置され、障害者の就労の場が拡充されました。障害者福祉に長年、取り組んできた人たちは大き

な前進ととらえましたが、一方で、福祉よりも金儲けの場になるのではないかと危惧しました。その危惧が

今回現実になりました。

　障害者福祉の現場に、それまで障害者福祉とは関係のなかった「株式会社」や「一般社団法人」が参入し

てきました。この人たちが、参入をきっかけに障害者福祉に取り組めばうれしいのですが、なかなかそうは

なりませんでした。昨年の６月ごろまでは新聞の求人の折り込みチラシにＡ型の求人広告が多くみられまし

た。しかし、一般の会社の雇用条件と比べると明らかに劣っていました。一般の会社では、健康保険、厚生

年金、雇用保険などを保障しますが、Ａ型は「最低賃金」が前面に出ていて、労働者としての権利が守られ
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